
県
（事務局）

データ提供者

1 【公共交通の
運行情報】
静的データ
「GTFS-JP」
＜旧No.1＞

県内路線を有する乗
合バス事業者（県内に
営業所を有さず、県外
とを結ぶ高速バス路線
のみを運行する事業
者を除く）及び市町村
が運行するコミュニティ
バス・デマンド交通（※
停留所・ダイヤが定
まっているもの）及び
山形鉄道

【GTFS-JPデータフォーマットの項目】
○事業者情報（ID、名称、URL等）
○停留所・標柱情報（名称、標柱の緯度経度）
○経路情報
○便情報
○営業所情報
○通貨時刻情報
○運行区分情報
○運賃情報
○翻訳情報

公開中 - 各主体が運行情報を
県が別途指定するマ
ニュアルに沿って
GTFS-JP形式のファ
イルを作成し、指定
の方法でアップロー
ド／県（事務局）に送
付

GTFS-JP 完全公開 ●東北運輸局から運行内容の変更につ
いて連絡があった際、当該運行事業者の
GTFS-JPの変更について確認。必要に応
じて当該事業者に変更作業を要請
●提供されたGTFS-JPデータについて、
主要CP事業者への適切な反映が確保さ
れるよう措置
●住民窓口、観光部局等を通じ、公共交
通運行情報が検索可能であることを幅広
く周知

●運行内容を運輸局に申請する際に同
時にGTFS-JP形式のデータも変更し、少
なくとも運行内容変更の２週間前（年度初
等ダイヤ改正繁忙期においては1か月前
を目途）までに県（事務局）に通知／提供

随時
（運行内容の変
更に応じて）

2 【公共交通の
運行情報】
動的データ
「GTFS-RT」
＜旧No.3＞

県内路線を有する乗
合バス事業者（県内に
営業所を有さず、県外
とを結ぶ高速バス路線
のみを運行する事業
者を除く）及び市町村
が運行するコミュニティ
バス・デマンド交通（※
停留所・ダイヤが定
まっているもの）

○ルート最新情報（遅延、発着時刻予想、通
過）
○車両位置情報（車両の緯度・経度、接近情
報、混雑度）
○運行情報（見出し、影響（運休、迂回等）、原
因（天候、事故等）、URL）

未整備 A 県（事務局）がデータ
保有者と個別調整の
上、収集

GTFS-RTを原則と
するが、別形式で
収集しており、
GTFS-RTへの変
換に追加コストを
要する場合は別形
式も可

完全公開 ●データ保有者のHP等において誰でも
データを取得できる状態で公開する

随時
（運行内容の変
更に応じて）

バス事業者の導入に
合わせて取得

3 【公共交通の
運行情報】
静的データ
「GTFS-JPに
そぐわない交
通モード」
＜旧No.2＞

JR東日本、JAL、
ANA、FDA

〇時刻表情報
〇多言語情報
〇その他利用者利便に資する公開情報

公開中 - 県（事務局）がデータ
保有者と個別調整の
上、公開

任意 完全公開 ●データ保有者と個別に調整し、データ保
有者のHPのリンク設定を行う

－ 随時
（運行内容の変
更に応じて）

4 タクシー情報 県内のタクシー事業者 ○事業者名
○事業者住所
○郵便番号
○電話番号
○営業時間
○定休日
○実施しているサービス
○クレジット決済対応
○交通系ＩＣカード決済の対応
○電子マネー決済の対応状況
○ＱＲコード決済の対応状況
○タクシー配車システム導入状況
○利用者側が使う「アプリ配車」の対応状況
○UDタクシー等バリアフリー運用状況
○キャッシュレス決済への対応状況

公開中 - 県（事務局）がデータ
保有者と個別調整の
上、収集

csv 完全公開 ●事業者に対し、プラットフォームで情報
公開することに同意を得る。
●同意を得た事業者のデータを整備しPF
に公開する。

- 随時

データ提供の
フォーマット

データの対象
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備考
更新
頻度

整備状況 取得優先度 データの収集方法
データの提供・公開（開示）に係る関係者の役割

分類 データ名称 公開レベルデータ項目

①
交
通
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
関
す
る
情
報

NO

■別表　データ別提供・更新方法

収集優先度

A・・○県（所管部局）・市町村・国、民間企業等が既にデータを保有しているデータ ＝ 収集必須、かつ、短期的集めるデータ

B・・○県（所管部局）・市町村・国未保有、民間企業等が保有しているデータ

○県（所管部局）・市町村・国未保有、代替データあり等 ＝ 収集努力、かつ、中期的に集めるデータ

C・・○県（所管部局）・市町村・国未保有、民間企業等未保有データ

完全公開 オープンデータプラットフォームまたはデータ保有者のHPで公開しているデータ

公開

（要申請）
オープンデータプラットフォームに公開データ項目一覧を公開、データ利用者の申請により開示

対象者限定

（要審査）

オープンデータプラットフォームに公開データ項目一覧を公開、目的や対象者、二次利用を制限。データ利用者の申請に対

し審査のうえ開示
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県
（事務局）

データ提供者
データ提供の
フォーマット

データの対象 備考
更新
頻度

整備状況 取得優先度 データの収集方法
データの提供・公開（開示）に係る関係者の役割

分類 データ名称 公開レベルデータ項目NO

5 一般乗合旅客
自動車運送事
業者の事業概
要・輸送実績
＜旧No.4＞

【東北運輸局が保有す
る交通事業者からの
報告データ】
山形県内（県内主要路
線に乗り入れる宮城交
通を含む）における一
般乗合旅客自動車運
送事業者

【事業報告書】
○一般乗合旅客運送事業の収益・費用・損益

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数、従業員数、路線キロ、運
行系統数）
○輸送実績（輸送人員（うち定期）、営業収入
（うち旅客運送収入）、走行キロ、実車キロ、実
車率、延実在車両数、延実働車両数）
○運行系統別輸送実績報告書（経路（起点・
経由地・終点）、キロ程、運賃、利用する高速
自動車道路等（利用区間・利用キロ）、運行ダ
イヤ（始発・終発）、所要時間、運行回数、走行
キロ、輸送人員（うち定期）、１人平均乗車キ
ロ、輸送人キロ、平均乗車密度、運送収入、走
行１キロあたり運送収入）

未整備 A 県（事務局）に東北
運輸局山形支局へ
定められた時期に提
供

Excel及びPDF 完全公開/
対象者限定
（要審査）

●対象の交通事業者に対し、事前に国報
告データの提供について同意を得る
●東北運輸局山形支局に対し、同意した
事業者の情報を提供し、当該事業者の対
象データを受ける
●東北運輸局山形支局が提供する集計
データを公開する
●集計データに含まれないデータ項目を
公開する場合は対象者限定とし、申請が
あった場合は審査のうえ公開する。

●県（事務局）から情報を得た事業者の
当該データについて、独自に集計してい
るファイル及び当該データの既存のフォー
マットを、定められた時期に県（事務局）に
データを提供する
●可能な限りデジタル化に努める

毎年

6 一般乗用旅客
自動車運送事
業者の一覧・
輸送実績
＜旧No.5＞

【東北運輸局が保有す
る交通事業者からの
報告データ】
山形県内における一
般乗用旅客自動車運
送事業者

【乗用事業者一覧（法人タクシー事業者、個人
タクシー事業者、福祉限定事業者）】
○事業者名、代表者名、事業者住所、郵便番
号、電話番号、ＦＡＸ番号、営業所名、営業所
住所、車両数、協会加盟状況

【輸送実績報告書（交通圏別、法人別）】
○交通圏、事業者数、車両数、提出事業者
数、提出車両数、従業員数、運転者数、延実
在車両数、延実働車両数、実働率、総走行キ
ロ、総実車キロ、実車率、輸送回数、輸送人
員、営業収入
○事業概要（管轄区域（市町村名）、車両数・
従業員数（管轄区域別））
○輸送実績（輸送人員、営業収入、走行キロ、
実車キロ、実車率、運送回数、延実在車両数、
延実働車両数、実働率）

未整備 A 県（事務局）に東北
運輸局山形支局へ
定められた時期に提
供

Excel及びPDF 完全公開/
対象者限定
（要審査）

●対象の交通事業者に対し、事前に国報
告データの提供について同意を得る
●東北運輸局山形支局に対し、同意した
事業者の情報を提供し、当該事業者の対
象データを受ける
●東北運輸局山形支局が提供する集計
データを公開する
●集計データに含まれないデータ項目を
公開する場合は対象者限定とし、申請が
あった場合は審査のうえ公開する。

●県（事務局）から情報を得た事業者の
当該データについて、独自に集計してい
るファイル及び当該データの既存のフォー
マットを、定められた時期に県（事務局）に
データを提供する
●可能な限りデジタル化に努める

毎年

7 一般貸切旅客
自動車運送事
業者の一覧・
輸送実績
＜旧No.6＞

【東北運輸局が保有す
る交通事業者からの
報告データ】
山形県内における一
般貸切旅客自動車運
送事業者

【貸切事業者一覧】
○事業者名、代表者名、事業者住所、郵便番
号、電話番号、ＦＡＸ番号、営業所名、営業所
住所、車両数

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数、従業員数）
○走行キロ、輸送人員、運行回数、営業収入

未整備 A 県（事務局）に東北
運輸局山形支局へ
定められた時期に提
供

Excel及びPDF 完全公開/
対象者限定
（要審査）

●対象の交通事業者に対し、事前に国報
告データの提供について同意を得る
●東北運輸局山形支局に対し、同意した
事業者の情報を提供し、当該事業者の対
象データを受ける
●東北運輸局山形支局が提供する集計
データを公開する
●集計データに含まれないデータ項目を
公開する場合は対象者限定とし、申請が
あった場合は審査のうえ開示する。

●県（事務局）から情報を得た事業者の
当該データについて、独自に集計してい
るファイル及び当該データの既存のフォー
マットを、定められた時期に県（事務局）に
データを提供する
●可能な限りデジタル化に努める

毎年

8 特定旅客自動
車運送事業者
の一覧・輸送
実績
＜旧No.7＞

【東北運輸局が保有す
る交通事業者からの
報告データ】
山形県内における特
定旅客自動車運送事
業者

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数、路線、営業区域、輸送の
需要者及び旅客の範囲）
○走行キロ、輸送人員、営業収入

未整備 A 県（事務局）に東北
運輸局山形支局へ
定められた時期に提
供

Excel及びPDF 完全公開/
対象者限定
（要審査）

●対象の交通事業者に対し、事前に国報
告データの提供について同意を得る
●東北運輸局山形支局に対し、同意した
事業者の情報を提供し、当該事業者の対
象データを受ける
●東北運輸局山形支局が提供する集計
データを公開する
●集計データに含まれないデータ項目を
公開する場合は対象者限定とし、申請が
あった場合は審査のうえ開示する。

●県（事務局）から情報を得た事業者の
当該データについて、独自に集計してい
るファイル及び当該データの既存のフォー
マットを、定められた時期に県（事務局）に
データを提供する
●可能な限りデジタル化に努める

毎年

9 自家用有償旅
客運送事業者
の一覧・輸送
実績
＜旧No.8＞

【東北運輸局が保有す
る交通事業者からの
報告データ】
山形県内における自
家用有償旅客運送事
業者

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数・種別、路線又は運送の
区域、運送する旅客の範囲及び数）
○走行キロ、輸送人員又は運送回数、運送収
入

未整備 A 県（事務局）に東北
運輸局山形支局へ
定められた時期に提
供

Excel及びPDF 完全公開/
対象者限定
（要審査）

●対象の交通事業者に対し、事前に国報
告データの提供について同意を得る
●東北運輸局山形支局に対し、同意した
事業者の情報を提供し、当該事業者の対
象データを受ける
●東北運輸局山形支局が提供する集計
データを公開する
●集計データに含まれないデータ項目を
公開する場合は対象者限定とし、申請が
あった場合は審査のうえ公開する。

●県（事務局）から情報を得た事業者の
当該データについて、独自に集計してい
るファイル及び当該データの既存のフォー
マットを、定められた時期に県（事務局）に
データを提供する
●可能な限りデジタル化に努める

毎年

10 バス輸送実績
＜旧No.9＞

各市町村各路線単位
のバス・デマンド交通
の利用実績・運営実績
一覧

○運行概要、輸送実績、補助金の額・種別等
のうちNO4「一般乗合旅客自動車運送事業者
の事業概要・輸送実績」で把握できないデータ
（定時定路線型、デマンド型）

未整備 A 県（事務局）が市町
村を通じて照会

Excel 対象者限定
（要審査）

●対象の交通事業者に対し、事前に協力
を要請する
●事務作業として利用実績・運営実績一
覧を作成

【市町村】 毎年
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県
（事務局）

データ提供者
データ提供の
フォーマット

データの対象 備考
更新
頻度

整備状況 取得優先度 データの収集方法
データの提供・公開（開示）に係る関係者の役割

分類 データ名称 公開レベルデータ項目NO

11 ICカード利用
実績
＜旧No.10＞

ICカード導入路線 〇便・路線毎の利用実態 未整備 A データ保有者が収
集・管理し、提供可
能なデータの内容・
条件を県（事務局）に
報告

Excel 対象者限定
（要審査）

●対象の交通事業者に対し、事前にデー
タの提供についての協力を要請する
●同意した事業者のリストを公開する
●利用申請があった場合は、審査のうえ
データを開示する。

－ 随時 バス事業者の導入に
合わせて取得

12 県内教育施設
による送迎
サービスの実
施状況
＜旧No.11＞

県内の教育施設（県立
高校、私立高校、公立
大学等）のうち、送迎
サービスを実施してい
る施設

【送迎サービスの概要】
○運行日・時刻表
○路線図
○運賃等利用料金

【送迎サービスの詳細・実績等】
○委託交通事業者（委託していれば）
○車両台数（10人乗り未満／10人乗り以上）
○運転手人数（専属／兼業／ボラ）
○コスト・負担者
○利用人数（把握していれば）

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

13 県内医療施設
による送迎
サービスの実
施状況
＜旧No.12＞

県内の医療施設のう
ち、送迎サービスを実
施している施設

【送迎サービスの概要】
○運行日・時刻表
○路線図
○運賃等利用料金

【送迎サービスの詳細・実績等】
○委託交通事業者（委託していれば）
○車両台数（10人乗り未満／10人乗り以上）
○運転手人数（専属／兼業／ボラ）
○コスト・負担者
○利用人数（把握していれば）

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

14 県内福祉施設
による送迎
サービスの実
施状況
＜旧No.13＞

県内福祉施設のうち、
送迎サービスを実施し
ている施設

【送迎サービスの概要】
○運行日・時刻表
○路線図
○運賃等利用料金

【送迎サービスの詳細・実績等】
○委託交通事業者（委託していれば）
○車両台数（10人乗り未満／10人乗り以上）
○運転手人数（専属／兼業／ボラ）
○コスト・負担者
○利用人数（把握していれば）

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

15 県内福祉施設
による送迎
サービスの実
施状況
＜旧No.13＞

福祉有償運送に係る
事業者情報一覧

○団体名
○運送区域
○許可期限
○事業者所在地、電話番号
○自動車の数
○設定運賃
○旅客の範囲
○運送可能日時

未整備 A 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

Excel 完全公開 ●県（所管部局）のHPをPFにリンク ●データをHPに掲載 随時

16 県内観光施設
による送迎
サービスの実
施状況
＜旧No.14＞

県内観光施設のうち、
送迎サービスを実施し
ている施設

【送迎サービスの概要】
○運行日・時刻表
○路線図
○運賃等利用料金

【送迎サービスの詳細・実績等】
○委託交通事業者（委託していれば）
○車両台数（10人乗り未満／10人乗り以上）
○運転手人数（専属／兼業／ボラ）
○コスト・負担者
○利用人数（把握していれば）

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

17 県内宿泊施設
による送迎
サービスの実
施状況
＜旧No.15＞

県内宿泊施設のうち、
送迎サービスを実施し
ている施設

【送迎サービスの概要】
○運行日・時刻表
○路線図
○運賃等利用料金

【送迎サービスの詳細・実績等】
○委託交通事業者（委託していれば）
○車両台数（10人乗り未満／10人乗り以上）
○運転手人数（専属／兼業／ボラ）
○コスト・負担者
○利用人数（把握していれば）

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

②
交
通
政
策
や
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
検
討
に
必
要
な
事
業
者
の
体
制
や
移
動
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
情
報

（
イ

）
交
通
以
外
の
輸
送
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
デ
ー
タ

3 



県
（事務局）

データ提供者
データ提供の
フォーマット

データの対象 備考
更新
頻度

整備状況 取得優先度 データの収集方法
データの提供・公開（開示）に係る関係者の役割

分類 データ名称 公開レベルデータ項目NO

18 県内複合商業
施設による送
迎サービスの
実施状況
＜旧No.16＞

県内複合商業施設の
うち、送迎サービスを
実施している施設

【送迎サービスの概要】
○運行日・時刻表
○路線図
○運賃等利用料金

【送迎サービスの詳細・実績等】
○委託交通事業者（委託していれば）
○車両台数（10人乗り未満／10人乗り以上）
○運転手人数（専属／兼業／ボラ）
○コスト・負担者
○利用人数（把握していれば）

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

19 学校情報 県内の教育施設（私立
高校）

○郵便番号、所在地、電話番号、Fax番号
○クラス数
○定員数

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

Excel 完全公開 ●県（所管部局）から提供を受けたデータ
をPFに公開

●県（事務局）からの依頼を受け、各学校
へ照会
●学校から提出のあったデータを県（事
務局）へ提供

毎年

20 学校情報 県内の教育施設（県立
高校）

○学校名
○電話、所在地、学科
○学科・学年別生徒数

未整備 A 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

csv 完全公開 ●県（所管部局）のHPをPFにリンク ●データをHPに掲載 毎年

21 学校情報 県内の教育施設（公立
大学）

○郵便番号、所在地、電話番号、Fax番号 未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

Excel 完全公開 ●県（所管部局）から提供を受けたデータ
をPFに公開

●県（事務局）からの依頼を受け、各学校
へ照会
●学校から提出のあったデータを県（事
務局）へ提供

毎年

22 病院一覧
＜旧No.17＞

県内の医療施設
（山形県医療機関情報
ネットワーク）

○病院名
○開設者、管理者
○所在地、電話番号、Fax番号
○診療科名
○診療日
○病床数
○医療従事者の数

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

csv 完全公開 ●県（所管部局）から提供を受けたデータ
をPFに公開

●県（事務局）からの依頼を受け、県（事
務局）へ提供

毎年

23 福祉施設一覧
＜旧No.18＞

県所管保護施設、無
料定額宿泊所

○名称
○法人等の名称
○事業所の所在地、電話番号・ＦＡＸ
○指定年月日
○定員

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

Excel 完全公開 ●施設へのデータ掲載同意依頼を作成、
県（所管部局）へ依頼
●県（所管部局）から提供を受けたデータ
をPFに公開

●県（事務局）からの依頼を受け、厚生労
働省の調査物と併せて施設へ県（事務
局）の依頼文を送付
●同意を得た施設の情報を県（事務局）
へ提供

毎年

24 福祉施設一覧
＜旧No.18＞

県内のデイサービス、
デイケア、ショートステ
イ施設

○事業所番号、名称
○法人等の名称
○事業所の所在地、電話番号・ＦＡＸ
○指定年月日
○定員

未整備 A 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

Excel 完全公開 ●県（所管部局）のHPをPFにリンク ●データをHPに掲載 随時

25 宿泊施設情報
＜旧No.19＞

県内の宿泊施設（ホテ
ル、旅館、簡易宿所）

○営業所名称
  ○所在地、電話番号

○営業種別コード（ホテル、旅館、簡易宿所）
○総客室数

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

Excel 完全公開 ●県（所管部局）から提供を受けたデータ
をPFに公開

●県（事務局）からの依頼を受け、県（事
務局）へ提供

毎年

26 県内複合商業
施設一覧

県内の複合商業施設
（大規模小売店舗立地
法届出）

○受理番号
○届出年月日
○店舗名称
○所在市町村
○店舗面積

 ○駐車場台数
○大規模小売店舗立地法に基づく届出の概要

未整備 A 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

Excel 完全公開 ●経済産業省のHPをPFにリンク 随時 経済産業省ウェブサイ
トであること、経済産業
省の利用規約を遵守
することを明記

27 県内教育施設
の通学実態等
＜旧No.20＞

県内の教育施設（私立
高校）

○各高校別通学手段別生徒数
○通学者の人数

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

任意 完全公開 ●県（所管部局）から提供を受けたデータ
の一覧を公開
●申請があった場合は、審査のうえ開示
する。

●県（事務局）からの依頼を受け、各学校
へ照会
●学校から提出のあったデータを県（事
務局）へ提供

毎年 県（所管部局）と調整
のうえ、収集に努める

28 県内教育施設
の通学実態等
＜旧No.20＞

県内の教育施設（私立
高校）

○通学者の住所
○通学者の住所別人数

未整備 B 収集方法を検討のうえ
収集に努める

29 県内教育施設
の通学実態等
＜旧No.20＞

県内の教育施設（私立
高校）

○年度別入学者の出身中学校と人数
○通学者の性別、年齢
○昨年度卒業生の進学先、就職先

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

4 



県
（事務局）

データ提供者
データ提供の
フォーマット

データの対象 備考
更新
頻度

整備状況 取得優先度 データの収集方法
データの提供・公開（開示）に係る関係者の役割

分類 データ名称 公開レベルデータ項目NO

30 県内教育施設
の通学実態等
＜旧No.20＞

県内の教育施設（県立
高校）

○通学者の住所
○通学者の住所別人数

未整備 B 収集方法を検討のうえ
収集に努める

31 県内教育施設
の通学実態等
＜旧No.20＞

県内の教育施設（県立
高校）

○年度別入学者の出身中学校と人数
○通学者の性別、年齢
○昨年度卒業生の進学先、就職先

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

32 県内教育施設
の通学実態等
＜旧No.20＞

県内の教育施設（公立
大学）

○通学者の住所
○通学者の住所別人数

未整備 B 収集方法を検討のうえ
収集に努める

33 県内教育施設
の通学実態等
＜旧No.20＞

県内の教育施設（公立
大学）

○年度別入学者の出身中学校と人数
○通学者の性別、年齢
○昨年度卒業生の進学先、就職先

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

34 県内医療施設
の通院実態
＜旧No.21＞

県内の医療施設
（山形県医療機関情報
ネットワーク）

○一日平均外来患者数
○一日平均入院患者数

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

csv 公開 ●県（所管部局）から提供を受けたデータ
をPFに公開

●県（事務局）からの依頼を受け、県（事
務局）へ提供

毎年

35 県内医療施設
の通院実態
＜旧No.21＞

県内の民間医療施設 ○通院者の居住地
○年間利用者数（集計）
○年間利用者性別（集計）
○年間利用者年齢分布（集計）

未整備 B 収集方法を検討のうえ
収集に努める

36 県内医療施設
の通院実態
＜旧No.21＞

県内の民間医療施設 ○通院者の性別・年齢 未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

37 県内医療施設
の通院実態
＜旧No.21＞

県内の県立医療施設 ○通院者の居住地（集計）
○居住地別利用者性別（集計）
○居住地別利用者年齢分布（集計）

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

Excel 完全公開/
対象者限定
（要審査）

●県（所管部局）から提供を受けたデータ
の一覧を公開
●申請があった場合は、審査のうえ開示
する。

●県（事務局）からの依頼を受け、各施設
のデータを収集し、県（事務局）へ提供

毎年 県（所管部局）と調整
のうえ、具体的な収集
方法を決定する

38 県内医療施設
の通院実態
＜旧No.21＞

県内の公立（自治体）
医療施設

○通院者の住所
○年間利用者数（集計）
○年間利用者性別（集計）
○年間利用者年齢分布（集計）

未整備 B 市町村と調整のうえ、
収集に努める

39 県内医療施設
の通院実態
＜旧No.21＞

県内の公立（自治体）
医療施設

○年度別通院者の人数
○通院者の性別・年齢

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

40 県内福祉施設
の通所実態
＜旧No.22＞

県所管保護施設、無
料定額宿泊所

○施設利用者の住所
○年間利用者数（集計）
○年間利用者性別（集計）
○年間利用者年齢分布（集計）

未整備 B 県（所管部局）と調整
のうえ、収集に努める

41 県内福祉施設
の通所実態
＜旧No.22＞

県所管保護施設、無
料定額宿泊所

○年度別施設利用者の人数
○施設利用者の性別・年齢

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

42 県内福祉施設
の通所実態
＜旧No.22＞

県内のデイサービス、
デイケア、ショートステ
イ施設

○施設利用者の住所
○年間利用者数（集計）
○年間利用者性別（集計）
○年間利用者年齢分布（集計）

未整備 B 県（所管部局）と調整
のうえ、収集に努める

43 県内福祉施設
の通所実態
＜旧No.22＞

県内のデイサービス、
デイケア、ショートステ
イ施設

○年度別施設利用者の人数
○施設利用者の性別・年齢

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

44 県内観光施設
の利用実態
＜旧No.23＞

県内の観光施設 ○年度別施設利用者の人数
（山形県観光者数調査）

未整備 A 県（事務局）が県（所
管部局）の公開ペー
ジを参照

Excel 公開 ●県（所管部局）から提供を受けたデータ
をPFに公開

●県（事務局）からの依頼を受け、県（事
務局）へ提供

毎年

45 県内観光施設
の利用実態
＜旧No.23＞

県内の観光施設 ○施設利用者の住所
○年間利用者数（集計）
○年間利用者性別（集計）
○年間利用者年齢分布（集計）

未整備 B 収集方法を検討のうえ
収集に努める

46 県内観光施設
の利用実態
＜旧No.23＞

県内の観光施設 ○施設利用者の性別・年齢 未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

②
交
通
政
策
や
サ
ー
ビ
ス
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容
の
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討
に
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体
制
や
移
動
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ー
ズ
に
関
す
る
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報
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県
（事務局）

データ提供者
データ提供の
フォーマット

データの対象 備考
更新
頻度

整備状況 取得優先度 データの収集方法
データの提供・公開（開示）に係る関係者の役割

分類 データ名称 公開レベルデータ項目NO

47 県内宿泊施設
の利用実態
＜旧No.24＞

県内の宿泊施設（ホテ
ル、旅館、簡易宿所）

○施設利用者の住所
○年間利用者数（集計）
○年間利用者性別（集計）
○年間利用者年齢分布（集計）

未整備 B 県（所管部局）と調整
のうえ、収集に努める

48 県内宿泊施設
の利用実態
＜旧No.24＞

県内の宿泊施設（ホテ
ル、旅館、簡易宿所）

○年度別施設利用者の人数
○施設利用者の性別・年齢

未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

49 県内複合商業
施設の利用実
態
＜旧No.25＞

県内の複合商業施設 ○施設利用者の住所
○年間利用者数（集計）
○年間利用者性別（集計）
○年間利用者年齢分布（集計）

未整備 B 収集方法を検討のうえ
収集に努める

50 県内複合商業
施設の利用実
態
＜旧No.25＞

県内の複合商業施設 ○施設利用者の性別・年齢 未整備 C 当面はデータの存否を
確認するとともに、デー
タ整備の必要性を再検
討

51 ETC2.0（※）
＜旧No.26＞

県内及び県際移動
データ

〇ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから
収集されたプローブ情報を統計的処理した情
報

未整備 A 国土交通省が提供
する形式による

●利用の相談があった場合、国土交通省
に取り次ぐ

国土交通省等が規定
する「車載器のID付き
プローブ情報の利用及
び取り扱い方針」に基
づいた手続きとする。

（
エ

）
そ
の
他

デ
ー
タ

52 山形県地域公
共交通計画の
データ
＜旧No.27＞

計画に掲載されている
全てのデータ

未整備 A － CSV形式、Shape
ファイルの形式等、
加工・利用がし易
い形式とする。

公開 ●計画に掲載されているデータのオープ
ンデータ化

－ 計画策定時のみ

（※）ETC2.0のデータ提供はガイドライン規定の対象外とする
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